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13 カウンター等 
（カウンター、記
載台、公衆電話台
等） 

(1) カウンター等を設ける場合は、車いす
使用者に配慮したカウンター等を１以
上設置 

 （設置箇所） 適 否  

 イ カウンター等の高さ  （高さ） 
             ㎝ 

適 否  

 ロ 下部には、車いすで接近しやすい
空間を確保（ 床 面か ら 65 ㎝程度、
奥行き 45 ㎝程度） 

 （床面からの高 
さ）        

 ㎝ 
（奥行き）   
       ㎝ 

適 否  

 (2) レジカウンターを設ける場合は、1 以
上のレジカウンターは、次に定める構
造 

 （設置箇所） 適 否  

  イ 有効幅員 80 ㎝以上  （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

  ロ 車いす使用者が円滑に通過できる
構造 

 （講じた措置） 
 

適 否  

14 改 札 口 
入場券等の検査

又は取集めを行う
場所 

改札口を設ける場合は、1 以上の改札口
は、次に定める構造 

 （設置数） 適 否  

イ 有効幅員 80 ㎝以上  （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

 ロ 車いす使用者が円滑に通過できる構
造 

 （講じた措置） 
 

適 否  

 ハ 案内窓口（券売機）から改札口に至る
通路に視覚障がい者誘導用ブロック等
の敷設 

 （講じた措置） 適 否  

15 避 難 設 備 
（緊急時の設備） 

(1) 自動火災報知設備及び誘導灯を設け
る場合は、視覚障がい者及び聴覚障が
い者に配慮した音声、光等による非常
警報装置の設置 

 （講じた措置） 適 否  

 
 
 
 

(2) 非常口の屋内から屋外に至る主要な
避難通路には、段差の禁止 

 （講じた措置） 適 否  

(3) 防火戸に附帯するくぐり戸下部は、
またぐ必要のない構造 

 （講じた措置） 適 否  

16 案 内 板 案内板を設ける場合は、次に定める構  （設置場所）   
 造     
 イ 位置、高さ、文字の大きさ、色彩等は、

障がい者、高齢者等が見やすく理解し
やすいように配慮 

 （講じた措置） 適 否  

 ロ 点字による表記、文字等の浮き彫り、
音による案内等により視覚障がい者が
円滑に利用できる構造。ただし、案内
所、案内設備等により、視覚障がい者へ
の情報提供が支障なく行われる場合又
は教育施設（用途面積が 2,000 ㎡以上
の地方公共団体の設置する小学校、中
学校、義務教育学校、高等学校及び中等
教 育 学 校 並 び に 特 別 支 援 学 校 を 除
く。）、各種学校等、共同住宅等、事務所、
工場及び自動車販売施設等の自動車関
連施設に案内板を設ける場合において
は、この限りでない。 

 （講じた措置） 適 否  

 ハ 多機能便房のある便所、エレベータ
ーその他の昇降機又は車いす使用者用
駐車区画を設ける場合は、その位置を
表示 

 （講じた措置） 適 否  

ニ 必要に応じて、ローマ字又は絵によ
る表示 

 （講じた措置） 
 

  

 
 


